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建設現場年末一斉監督を実施 

～県内１４１現場を監督、違反率は６３％と増加傾向～ 

 

 長崎労働局（局長 大塚崇史）では、年度末に向けて工事請負量が増加し建設業にお

ける労働災害の発生が懸念されることから、平成２６年１２月１日から１９日の間にわたり、

県内６労働基準監督署において建設現場に対する一斉監督を実施しました。 

【監督結果の概要】 

 

１ 労働安全衛生法違反で改善指導等を行った現場は全体の 63.1%（141 現場のう

ち 89 現場）となり、違反率は増加傾向にあります。 

 

２ 主な違反内容は、 

 ・元方事業者が下請事業者の安全管理を行っていなかったもの  38 現場 

 ・足場や高所の作業場所に墜落防止措置を講じていなかったもの 52 現場 

 であり、これらは建設業特有の請負形態や高所作業により発生する違反と言え

ます。 

 

３ 19 現場に対して作業停止命令等の行政処分を行いました。 

  なお、作業停止命令等行政処分の件数は、過去 2 年間に比べ倍増しています。 

 

 

【監督結果の詳細】 

表１ 建設現場の違反状況  

※工事種別に「その他」（電気工事等）は含みません。 
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 監督現場数 違反現場数 違反率（％） 

平成２６年度 １４１ ８９ ６３．１ 

 

 

土木工事  ５７ ２５ ４３．９ 

建築工事  ７５ ５６ ７４．７ 

平成２５年度 １２５ ７５ ６０．０ 

 土木工事  ４８ ２０ ４１．７ 

建築工事  ６５ ５０ ７６．９ 

   平成２４年度 １６１ ７４ ４６．０ 

  土木工事  ８６ ３２ ３７．２ 

建築工事  ６４ ４０ ６２．５ 
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表２ 建設現場における違反の主な内容 

主な違反内容 
違反現場数 

主な内容 
26 年度 25 年度 24 年度 

【安全衛生管理面】 

元方事業者が下請事業者の

安全管理を行っていなかった

もの 

 

３８ 

（27.0％） 

 

５０ 

（40.0％） 

 

５０ 

(31.1%) 

・元方事業者(元請)が災害を防

止するための必要な措置を講じ

ていないこと（安衛法 29・30） 

【墜落・転落防止】 

足場や高所の作業場所に墜

落・転落防止措置を講じてい

なかったもの 

 

 

５２ 

（36.9％） 

 

 

 

 

 

５８ 

（46.4％） 

 

 

３９ 

(24.2%） 

・高所（高さ 2ｍ以上）作業を行う

にあたり作業床(足場)又は墜落

のおそれがある所に囲い等を設

けていないこと 

  （安衛則 518・519・653） 

・足場に適切な手すりを設けてい

ないこと（安衛則 563・655） 

【安全な通路】 

労 働 者 が使 用 するための安

全な通路を設けていなかった

もの 

 

１４ 

(9.9%） 

 

１４ 

(11.2%） 

 

１５ 

(９.3%） 

・労働者が使用するための安全

な通路を設けていなかったこと

（安衛則 540） 

・法に適合した架設通路を使用

していないもの（安衛則 522） 

【車両系建設機械】 

車両系建設機械を適正に使

用していなかったもの 

 

 

１１ 

(7.8%) 

 

 

６ 

(4.8%) 

 

 

１３ 

(8.1%) 

・パワーショベルによる荷のつり上

げなど機械を本来の用途以外

の用途に使用していること 

（安衛則 164） 

・車両系建設機械作業にかかる

作業計画を作成していないこと

（安衛則 155） 

【自主点検】 

自主検査を実施していなかっ

たもの 

 

５ 

（3.5％） 

 

２ 

（1.6％） 

 

８ 

（5.0％） 

・車両系建設機械について１年

以内に１回、定期に検査を行っ

ていないこと（安衛則１６７） 

【クレーン】 

クレーン取り扱いに係る違反 

 

６ 

（4.3％） 

 

８ 

（6.4％） 

 

５ 

(3.1%) 

・移動式クレーン作業にかかる作

業計画を作成していないこと 

（クレーン則 66 の 2） 

 

安衛法は労働安全衛生法（法律）のこと。安衛則は労働安全衛生規則（省令）のこと。 

クレーン則はクレーン等安全規則（省令）のこと。 
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  （作業停止命令等の概要） 

  法令違反が確認された現場のうち、放置す 

ることにより労働者に急迫した危険があると認 

められた１９現場に対し作業停止又は立入禁

止などを命令する行政処分を行った。 

     作業停止命令等の件数は過去２年間に

比して倍増しました。 

 

【災害発生状況と今後の取組み】   

  (1) 災害発生状況 

 長崎県内での平成 2６年の死亡災害は、１２月３１日現在で１１件（前年同期１７

件）であり、そのうち３件が建設業の災害です（前年同期６件）。 

 また、建設業の死傷災害は、１２月３１日現在で２０４件（前年同期１６４件）と対前  

年比１２．６%増となっています。 

 

表４ 長崎労働局管内の労働災害発生状況（平成 26 年 12 月 31 日現在） 

              （注：死傷災害：死亡災害を含む休業４日以上の労働災害） 

   （注：その他の建設：電気通信工事業、機械器具設置工事業など） 
 

 表５ 死亡災害発生状況（平成 26 年 12 月現在） 

 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 

全 産 業 
全 国 ８６６ ８６２ ９１９ 

長崎県 １１  １７  １０ 

 
建設業 

全 国 ３２０ ２９６ ３２９ 

長崎県 ３   ６  ４ 

（注：全国の数値については、平成 2６年 1１月末現在） 

（注：平成 23 年の数値は東日本大震災を直接の原因とする災害を除いた数値） 

 

(2) 今後の取組み 

 長崎県内の休業４日以上の死傷者数は、表４のとおりです。 

 今後も長崎労働局においては、建設業を災害多発業種と捉え、労働災害防止に

向け、監督指導を通じた労働災害防止対策の徹底を図っていきます。 

   

命令件数 

平成 26 年度 １９ 

平成 25 年度 ８ 

平成 24 年度 ９ 

 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 

死傷災害 死亡災害 死傷災害 死亡災害 死傷災害 死亡災害 

全 産 業 １，３２１ １１ １，２５５ １７ １，３１１ １０ 

    建設業 ２０４ ３  １６４  ６  ２００  ４ 

 土木工事 ７０ ０   ４８  １   ５９  ２ 

建築工事 ９４ ２   ８２  ５  １１１  ２ 

その他の建設 ４０ １   ３４  ０   ３０  ０ 

表３ 作業停止命令等の件数 


